
阪神地域都市計画区域マスタープランの見直し 

〔阪神間都市計画区域の整備、開発及び保全の方針〕 

 

【報告事項②-6】 



「阪神地域都市計画区域マスタープラン」の見直しについて 

 

１ 背景と目的（見直しの理由） 

  都市計画は、その目的の実現に時間を要するものであるため、住民の方々に理解しやすい形で

あらかじめ中長期的視点に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けての大きな道筋を明

らかにしておく必要があります。 

  このため、都市計画法では、同法第６条の２に規定する「都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針（以下「都市計画区域マスタープラン」という。）」において、おおむね２０年後の都市

の姿を展望した上で、都市計画の基本的方向を定めることになっています。 

  この都市計画区域マスタープランについては、兵庫県が、社会経済情勢の変化等に対応するた

め、おおむね５年ごとに見直しを行っており、令和２年度に策定した都市計画区域マスタープラ

ンについて、令和７年度に見直しを行うこととしています。 
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